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平
成
25
年
度
を
迎
え
、
学
校
や
会
社
な

ど
で
は
、
新
入
生
や
新
入
社
員
を
迎
え
た

あ
と
、
ス
タ
ー
ト
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

桜
の
花
び
ら
も
散
り
、
春
ら
し
い
陽
気

と
な
り
、
過
ご
し
や
す
い
季
節
と
な
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
。
ス
ポ
ー
ツ
や
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
で
気
持
ち
の
良
い
汗
を
流
す
の
も
い

い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
市
制
施
行
後
、
市
議
会
と
な
っ

て
、
は
じ
め
て
の
定
例
会
が
終
わ
り
、
平

成
25
年
度
本
市
に
お
け
る
各
会
計
当
初
予

算
や
条
例
案
等
も
含
め
、
44
議
案
を
可
決

い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
議
会
だ
よ
り
編

集
委
員
会
に
は
、
堀
本
議
員
が
新
た
に
編

集
委
員
に
加
わ
り
、
さ
ら
に
充
実
し
た
議

会
だ
よ
り
の
編
集
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

今
後
も
、「
開
か
れ
た
議
会
」
を
目
指
し
、

一
人
で
も
多
く
の
方
に
読
ん
で
い
た
だ
け

る
よ
う
、
わ
か
り
や
す
い
内
容
で
お
届
け

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

こ
れ
か
ら
も
ご
愛
読
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。　
　
　
　
　
（
宮
間
）

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

委
員
長　

宮
間　

文
夫

副
委
員
長　

佐
久
間　

久
良

委　
　

員　

小
金
井　
　

勉

石
渡　

登
志
男

一
色　

忠
彦

秋
葉　

好
美

堀
本　

孝
雄

倉
持　

安
幸

議
会
事
務
局　

℡
（
70
）
０
３
９
０

　

市
議
会
は
、
年
４
回
定
例
会
を
開
き
ま

す
。（
２
月
、
６
月
、
９
月
、
12
月
）
議
会

だ
よ
り
は
、
各
定
例
会
の
審
議
内
容
や
一
般

質
問
の
内
容
等
を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

　

紙
面
の
都
合
上
、
一
般
質
問
の
内
容
等
す

べ
て
を
掲
載
で
き
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
市
役
所
庁
舎
１
階
行

政
情
報
コ
ー
ナ
ー
及
び
図
書
室
（
保
健
文
化

セ
ン
タ
ー
２
階
・
中
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

ン
タ
ー
・
白
里
公
民
館
）
で
会
議
録
を
お
読

み
く
だ
さ
い
。

  

編
集
後
記

◦この「議会だより」は、再生紙を使用しております。

平成25年 市議会第１回定例会 採決結果一覧
※結果欄の意味は次のとおりです。

「○」＝賛成　「×」＝反対　「欠」＝欠席「可」＝可決　「承」＝承認　「同」＝同意　「否」＝否決
※議長（花澤房義議員）は採決に加わりません。　※件名は一部省略している場合があります

結

果

小
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弘
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大
野
英
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堀
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前
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園
孝
光

佐
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宮
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黒
須
俊
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花
澤
政
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田
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上
家
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加
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岡
美
佐
子

倉
持
安
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田
中
吉
夫

岡
田
憲
二

賛

成議案
番号 件　　　　　　　　　　　名
1 平成24年度大網白里市一般会計補正予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
2 平成24年度大網白里市国民健康保険特別会計補正予算 可 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18
3 平成24年度大網白里市後期高齢者医療特別会計補正予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
4 平成24年度大網白里市土地取得事業特別会計補正予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
5 平成24年度大網白里市公共下水道事業特別会計補正予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
6 平成24年度大網白里市介護保険特別会計補正予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 　 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 17
7 平成24年度大網白里市土地区画整理事業特別会計補正予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
8 平成24年度大網白里市ガス事業会計補正予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
9 平成24年度大網白里市病院事業会計補正予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
10 平成25年度大網白里市一般会計予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 17
11 平成25年度大網白里市国民健康保険特別会計予算 可 ○ ○ × ○ × ○ × × ○ × 　 ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 12
12 平成25年度大網白里市後期高齢者医療特別会計予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 　 ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 16
13 平成25年度大網白里市土地取得事業特別会計予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
14 平成25年度大網白里市公共下水道事業特別会計予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
15 平成25年度大網白里市農業集落排水事業特別会計予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
16 平成25年度大網白里市介護保険特別会計予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 　 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 17
17 平成25年度大網白里市介護サービス事業特別会計予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 　 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 17
18 平成25年度大網白里市土地区画整理取得事業特別会計予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
19 平成25年度大網白里市ガス事業会計予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
20 平成25年度大網白里市病院事業会計予算 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
21 大網白里市国民健康保険税条例の一部改正 可 ○ ○ × ○ × ○ × × ○ × 　 ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ 11
22 大網白里市ガス事業の設置等に関する条例の一部改正 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
23 大網白里市病院事業の設置等に関する条例の一部改正 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
24 大網白里市都市公園設置及び管理に関する条例の一部改正 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
25 大網白里市ガス供給条例の一部改正 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
26 大網白里市コミニティ・プラント条例の一部改正 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
27 大網白里町市制施行名称検討委員会条例の廃止 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
28 大網白里市市営住宅等の整備基準を定める条例の制定 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
29 指定地域密着型サービスの事業の運営等に関する基準を定める条例の制定 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
30 指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営等に関する基準を定める条例の制定 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
31 大網白里市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定 可 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × 　 × × × ○ × ○ ○ ○ ○ 13
32 大網白里市小規模水道条例の制定 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
33 市道の構造の技術的基準を定める条例の制定 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
34 市道に設ける案内標識及び警戒標識等の寸法を定める条例の制定 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
35 市道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
36 市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
37 市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
38 市公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の制定 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
39 市道の廃止及び認定について 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
40 平成２４年度大網白里市一般会計補正予算（３月補正） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
41 平成２４年度大網白里市国民健康保険特別会計補正予算（３月補正） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
42 大網白里市道路占用条例の一部改正 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
発議案第１号 大網白里市政務調査費の交付に関する条例の一部改正 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
発議案第２号 生活保護基準の引き下げはしないことなど国に求める意見書 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18

佐
久
間 

久
良
　
議
員

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
と
し
て

「
窓
口
減
免
」
な
ど
減
免
制
度
の
創
設
を

問　

安
倍
首
相
は
、
食
と
農
業
を
は
じ
め

日
本
の
産
業
と
国
民
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分

野
に
深
刻
な
打
撃
と
な
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太

平
洋
連
携
協
定
）
交
渉
参
加
に
踏
み
出
す

意
向
を
表
明
。
国
民
へ
の
公
約
を
投
げ
す

て
て
、
農
業
や
医
療
、
食
の
安
全
を
は
じ

め
、
広
範
な
分
野
で
地
域
経
済
と
国
民
生

活
に
深
刻
な
打
撃
と
な
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
推
進

す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
許
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
現
在
、
Ｊ
Ａ
や
医
師
会
を
始
め

多
く
の
団
体
、
国
民
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
推
進
に
反

対
の
声
を
上
げ
て
い
ま
す
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加

を
阻
止
す
る
た
め
全
力
で
奮
闘
す
る
も
の

で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
に
は
、
法
定
軽
減
と
非
自

発
的
失
業
者
に
対
し
て
の
減
免
制
度
と
、

国
民
健
康
保
険
法
第
77
条
に
基
づ
く
申
請

減
免
が
あ
り
ま
す
。「
特
別
な
事
情
」｢

公

私
の
扶
助｣

な
ど
に
当
て
は
ま
れ
ば
、
条

例
に
基
づ
く
申
請
減
免
は
、
で
き
る
の
で

し
ょ
う
か
。

税
務
課
長　

本
市
と
し
て
は
、実
例
に
沿
っ

て
近
隣
市
町
村
の
状
況
を
鑑
み
て
対
応
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

問　

国
民
健
康
保
険
法
第
44
条
、
い
わ
ゆ

る｢

窓
口
減
免｣

に
つ
い
て
、
対
応
し
た

条
文
は
あ
る
の
か
。
ま
た
、
今
後
ど
の
よ

う
に
す
る
つ
も
り
か
。

住
民
課
長　

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う

一
部
負
担
金
の
減
免
制
度
は
、
現
在
条
文

化
し
て
お
ら
ず
実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。
低

所
得
者
を
加
味
す
れ
ば
重
要
な
課
題
で
あ

る
と
考
え
、
今
後
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

問　

厚
生
労
働
省
は
、
44
条
の
扱
い
に
つ

い
て
課
長
通
知
な
ど
で
、
取
扱
い
を
示
し

て
い
る
。
現
在
、
条
文
が
な
い
と
し
て
も

申
請
は
で
き
る
と
思
う
が
。

住
民
課
長　

44
条
に
対
し
て
対
応
を
図
ら

な
い
と
い
う
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
し

か
し
な
が
ら
、
減
免
基
準
、「
特
別
な
理
由

が
あ
る
」
う
ち
「
著
し
い
収
入
の
減
少
が

あ
る
場
合
」
と
は
様
々
な
ケ
ー
ス
が
想
定

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
事
例
に
つ
い

て
判
断
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
減

免
基
準
の
創
設
は
、
課
題
で
あ
る
と
受
け

止
め
、
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
。

問　

77
条
に
し
て
も
44
条
に
し
て
も
、
運

用
に
関
し
て
の
条
文
が
な
い
か
ら
と
い
っ

て
申
請
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い

ま
す
。

　

資
格
証
明
書
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。
資

格
証
の
発
行
を
や
め
て
ほ
し
い
。

住
民
課
長　

資
格
証
明
書
は
、
原
則
1
年

以
上
国
民
健
康
保
険
税
を
納
め
な
い
方
が

対
象
と
な
り
、
皆
保
険
制
度
と
国
民
健
康

保
険
税
の
収
納
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
、

必
要
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
一
旦
10
割
負

担
と
な
り
ま
す
が
、
後
日
手
続
き
を
お
こ

な
え
ば
、
残
り
を
返
還
す
る
手
続
き
も
あ

り
ま
す
。
18
歳
未
満
の
方
々
に
は
、
年
少

者
に
対
す
る
保
護
的
見
地
か
ら
発
行
を
お

こ
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

問　

資
格
証
明
書
が
発
行
さ
れ
て
い
る
世

帯
で
、
医
療
を
受
け
る
必
要
が
生
じ
、
医

療
機
関
に
対
し
て
支
払
い
が
困
難
で
あ
る

場
合
、
し
か
る
べ
く
対
応
を
す
る
の
か
。

住
民
課
長　

医
療
機
関
等
を
利
用
し
た
場

合
、
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の

都
度
状
況
を
見
極
め
な
が
ら
必
要
性
が
あ

れ
ば
誠
意
あ
る
対
応
を
し
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

国保大網病院の窓口


